
神奈川県

がけ地の近くにお住まいの皆様へ（港北区）

～土砂災害に備えていただくために～
土砂災害“特別”警戒区域の指定に向けて、がけ地の現地調査等を行います。

土砂災害に備えていただくため、土砂災害防止法に基づき、「土砂災害

“特別”警戒区域（通称：レッドゾーン）」の指定に向けて、がけ地の現

地調査等を行います。

1現地調査等とは

団甫繍妻鰐h寧雷呈護謝鵠畠鴛喫驚鵜基地の霊

[壷>横浜市｢港北区｣のがけ地(急傾斜地)と､これに隣接する地域

Imm)2019年(平成31年)1月から2020年1月まで[予定1
※なお、今後の調査等の進捗状況により、変更する場合があります。

2土砂災害“特別”警戒区域とは

土砂災害“特別”警戒区域

譜碧鶏誉鵠塞撞込
隠碩爾晒

傾斜地の下端

［参考］土砂災害警戒区域

■土砂災害のおそれのある区域
（通称：イエローゾーン）

■横浜市内のがけ地における土砂
災害警戒区域は、平成25年度
までに、指定を完了していま
す。
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3土砂災害“特別”警戒区域に指定されると

●特定開発行為に対する許可制●建築物の構造規制●建築物の移転等の勧告
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4スケジュールについて

'2019年(平戚31年,1月～2020年以降［予定］
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k今回は、
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この段階に関するお知らせです。

※今後の調査等の進捗状況により、変更する場合があります。
一

■現地調査等に入る約1週間前には、この回覧とは別に、土地の所有者や占有者

へ「郵送やボスティング」により、詳細な「現地調査等に入る旨のお知らせ」
を配布いたします。

5調査員について

■身分証明書を携帯し、腕章を善用することにより、県の委託業務の調査員であ
ることを明確に示します。

6間合せ先について

■現地調査釜に関すること

神奈川県横浜川崎治水事務所急傾斜地第一課

住所〒220-0073横浜市西区岡野2-12-20

電話045-411-2520(直通 830～12:00、13:00～17:15

■土砂災害防止法全般に関すること

神奈川県県土整備局河川下水道部砂防海岸課急傾斜地ｸﾞﾙｰﾌﾟ

住所〒231-8588横浜市中区日本大通1

045-210-1111(代表量。 830～12:00，13:00～17:15

詳しくは、 神奈川県土砂災害情報ポータル
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